
産業都市（総合的廃棄物処理）

一般廃棄物、産業廃棄物ともに幅広く受け入れる。特に産業廃棄物に関しては、処理施設が都市部と農般廃棄物、産業廃棄物ともに幅広く受け入れる。特に産業廃棄物に関しては、処理施設が都市部と農
村部の中間に位置ある場合、バイオマス系廃棄物・産業系廃棄物ともに受け入れ、大規模な処理が行われ
る。

再資源化された循環資源や回収されたエネルギーは再び産業活動等に活かされ、最終処分の最小化が
図られる。図 る。
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産業都市（産業都市間の連携）

現在、環境産業集積都市として26のエコタウンが存在している。今後は、各エコタウンの持つ処理技術を
活かし 相互補完的に有効利用し く と 循環資源 さらなる効率的な活用が実現する

エコタウン間での連携エコタウン事業の承認地域マップ

活かし、相互補完的に有効利用していくことで循環資源のさらなる効率的な活用が実現する。

※ 部 タウ 間 連携が行われ る例がある※一部でエコタウン間の連携が行われている例がある。

秋田県

北九州市

（平成19年１月現在：26地域）

＜出典＞環境省


